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○
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）  

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

（
電
気
通
信
役
務
契
約
等
状
況
報
告
等
） 

 

第
二
条 

次
の
表
の
報
告
対
象
事
業
者
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
様
式
番
号
の
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
、
毎
四
半
期
経
過
後
一
月
以

内
（
様
式
第
一
第
二
表
、
様
式
第
二
、
様
式
第
四
及
び
様
式
第
五
第
二
表
に
よ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
報
告
年
度
経
過
後
二
月
以
内
）
に
、
同
表
の
報
告
対
象
役

務
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
当
該
四
半
期
末
（
様
式
第
一
第
二

表
、
様
式
第
二
、
様
式
第
四
及
び
様
式
第
五
第
二
表
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
報
告
年
度
末
）
の
契
約
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
書
面
又
は
別
に
定
め
る
磁
気

デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

報
告
対
象
役

務 

報
告
対
象
事
業
者 

様
式
番
号 

 

（
略
） 

仮
想
移
動
電

気
通
信
サ
ー

ビ
ス 

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
電

気
通
信
事
業
者
（
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
又
は
Ｂ

Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
地
局
を
設

置
し
て
い
な
い
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
、

毎
四
半
期
末
に
お
け
る
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ

ー
ビ
ス
（
当
該
基
地
局
を
設
置
し
て
い
る
電
気

通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続

様
式
第
十
五

の
二 

（
電
気
通
信
役
務
契
約
等
状
況
報
告
等
） 

 

第
二
条 

（
同
上
） 

         



 

- 2 - 

し
、
又
は
当
該
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
卸
電
気

通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
提
供

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
契
約
数
が
三
万
未
満

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
四
の
表
の
電
気
通
信
役
務
の
種
類
の
欄

の
各
項
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
五
の
三
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度
経

過
後
一
月
以
内
に
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
当
該
報
告
年
度
末
の
契
約
の

状
況
に
つ
い
て
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
前
項
の
表
の
報
告
対
象
事
業
者
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ

て
は
、
同
表
の
報
告
対
象
役
務
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
は
こ
の

限
り
で
な
い
。 

一 

利
用
者
の
数
が
八
十
万
以
上
で
あ
る
も
の 

二 

電
気
通
信
役
務
の
対
価
と
し
て
の
料
金
の
支
払
い
を
受
け
る
も
の 

         

３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

（
設
備
容
量
の
報
告
） 

第
七
条
の
六 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
半
期
（
四

月
か
ら
九
月
ま
で
及
び
十
月
か
ら
三
月
ま
で
の
各
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
毎
の
初
日
及
び
末
日
に
お
い
て
三
万
以
上
の
利
用
者
に
電
気
通

信
役
務
を
提
供
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
、
法
第
四
十

四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
た
管
理
規
程
に
記
載
さ
れ

た
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
基
づ

く
電
気
通
信
設
備
の
設
備
容
量
の
確
保
の
状
況
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
七
の
四

に
よ
り
、
当
該
半
期
経
過
後
三
月
以
内
に
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 様
式

第
1
5
の

３
（

第
２

条
第

２
項

関
係

）
 

電
気

通
信

役
務

契
約

状
況

報
告

 

契
約

数
 

年
 
 
 
月

 
 
 
日

現
在

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
 

 
 

 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

契
 

約
 

数
 

 

参
考

事
項

 
 

 

注
１

 
契

約
数

に
は

、
継

続
的

な
契

約
関

係
を

有
さ

ず
利

用
の

都
度

契
約

を
し

て
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
（

プ
リ

ペ
イ

ド
カ

ー
ド

に
よ

り
課

金
を

行
う

サ
ー

ビ
ス

を
含

む
。
）

の
契

約
者

は
含

め
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

注
記

す
べ

き
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

、「
参

考
事

項
」
の

欄
に

そ
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

３
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
1
6
（

第
２

条
第

３
項

関
係

）
 

第
１

表
 

第
２

表
～

第
５

表
 

（
略

）
 電

気
通

信
役

務
通

信
量

等
状

況
報

告
 

距
離

段
階

別
収

入
、

通
信

回
数

、
通

信
量

 

年
４

月
１

日
か

ら
 

年
３

月
3
1
日

ま
で

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
（

細
区

分
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

の
種

別
及

び
通

信
モ

ー
ド

の
種

類
）

 

発
信

・
着

信
の

別
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

通
信

量
区

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

計
 

通
信

回
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式

第
1
6
（

第
２

条
第

２
項

関
係

）
 

第
１

表
 

第
２

表
～

第
５

表
 

（
略

）
 電

気
通

信
役

務
通

信
量

等
状

況
報

告
 

距
離

段
階

別
収

入
、

通
信

回
数

、
通

信
量

 

年
４

月
１

日
か

ら
 

年
３

月
3
1
日

ま
で

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
（

細
区

分
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

の
種

別
及

び
通

信
モ

ー
ド

の
種

類
）

 

発
信

・
着

信
の

別
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

通
信

量
区

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

計
 

通
信

回
数
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様
式

第
1
7
（

第
２

条
第

３
項

関
係

）
 

第
１

表
 

注
１

～
８

 
（

略
）

 

第
２

表
・

第
３

表
 

（
略

）
 電

気
通

信
役

務
通

信
量

等
状

況
報

告
 

品
目

別
距

離
段

階
別

回
線

数
 

年
３

月
3
1
日

現
在

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
（

細
区

分
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伝
送

方
式

の
種

類
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

品
目

 

距
離

段
階

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

計
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

 

様
式

第
1
7
（

第
２

条
第

２
項

関
係

）
 

第
１

表
 

注
１

～
８

 
（

略
）

 

第
２

表
・

第
３

表
 

（
略

）
 電

気
通

信
役

務
通

信
量

等
状

況
報

告
 

品
目

別
距

離
段

階
別

回
線

数
 

年
３

月
3
1
日

現
在

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
（

細
区

分
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伝
送

方
式

の
種

類
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

品
目

 

距
離

段
階

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

計
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

  

様
式

第
1
8
（

第
２

条
第

４
項

関
係

）
 

様
式

第
1
8
（

第
２

条
第

３
項

関
係

）
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注
１

～
１

０
 

（
略

）
 

電
気

通
信

役
務

通
信

量
等

状
況

報
告

 

取
扱

対
地

別
通

信
回

数
、

通
信

量
 

年
４

月
１

日
か

ら
 

年
３

月
3
1
日

ま
で

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
(
細

区
分

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
自

動
通

話
・

非
自

動
通

話
の

別
）

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
扱

対
地

 
相

手
方

電

気
通

信
事

業
者

 

 
通

信
回

数
（

回
）

 
  

 通
信

量
（

分
）

 

発
信

(
1
)
 

着
信

(
2
)
 

 

合
計

(
1
)
+

(
2
)
 

差

(
2
)
-

(
1
)
 

発
信

(
3
)
 

着
信

(
4
)
 

合
計

(
3
)
+

(
4
)
 

差

(
4
)
-

(
3
)
 

 
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

 
(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

小
計

 
(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

 
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

 
(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

小
計

 
(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

合
計

 
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

 

 

注
１

～
１

０
 

（
略

）
 

電
気

通
信

役
務

通
信

量
等

状
況

報
告

 

取
扱

対
地

別
通

信
回

数
、

通
信

量
 

年
４

月
１

日
か

ら
 

年
３

月
3
1
日

ま
で

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
(
細

区
分

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
自

動
通

話
・

非
自

動
通

話
の

別
）

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
扱

対
地

 
相

手
方

電

気
通

信
事

業
者

 

 
通

信
回

数
（

回
）

 
  

 通
信

量
（

分
）

 

発
信

(
1
)
 

着
信

(
2
)
 

 

合
計

(
1
)
+

(
2
)
 

差

(
2
)
-

(
1
)
 

発
信

(
3
)
 

着
信

(
4
)
 

合
計

(
3
)
+

(
4
)
 

差

(
4
)
-

(
3
)
 

 
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

 
(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

小
計

 
(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

 
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

 
(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

小
計

 
(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

合
計

 
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

 

様
式

第
1
9
（

第
２

条
第

４
項

関
係

）
 

様
式

第
1
9
（

第
２

条
第

３
項

関
係

）
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注
１

～
８

 
（

略
）

 

電
気

通
信

役
務

通
信

量
等

状
況

報
告

 

取
扱

対
地

別
通

信
回

数
、

通
信

量
 

年
 

 
 

月
分

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
 

国
際

電
話

等
 

 
 

 
 

 
 

（
自

動
通

話
・

非
自

動
通

話
の

別
）

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
扱

対
地

 
相

手
方

電

気
通

信
事

業
者

 

 
通

信
回

数
（

回
）

 
 

通
信

量
（

分
）

 

発
信

(
1
)
 

着
信

(
2
)
 

 

合
計

(
1
)
+

(
2
)
 

差

(
2
)
-

(
1
)
 

発
信

(
3
)
 

着
信

(
4
)
 

合
計

(
3
)
+

(
4
)
 

差

(
4
)
-

(
3
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

注
１

～
８

 
（

略
）

 

電
気

通
信

役
務

通
信

量
等

状
況

報
告

 

取
扱

対
地

別
通

信
回

数
、

通
信

量
 

年
 

 
 

月
分

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
 

国
際

電
話

等
 

 
 

 
 

 
 

（
自

動
通

話
・

非
自

動
通

話
の

別
）

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
扱

対
地

 
相

手
方

電

気
通

信
事

業
者

 

 
通

信
回

数
（

回
）

 
 

通
信

量
（

分
）

 

発
信

(
1
)
 

着
信

(
2
)
 

 

合
計

(
1
)
+

(
2
)
 

差

(
2
)
-

(
1
)
 

発
信

(
3
)
 

着
信

(
4
)
 

合
計

(
3
)
+

(
4
)
 

差

(
4
)
-

(
3
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式

第
2
0
（

第
２

条
第

４
項

関
係

）
 

様
式

第
2
0
（

第
２

条
第

３
項

関
係

）
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注
１

～
６

 
（

略
）

 

電
気

通
信

役
務

通
信

量
等

状
況

報
告

 

取
扱

対
地

別
品

目
別

回
線

数
 

年
３

月
3
1
日

現
在

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
（

細
区

分
）

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

品
目

 

取
扱

対
地

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 

注
１

～
６

 
（

略
）

 

電
気

通
信

役
務

通
信

量
等

状
況

報
告

 

取
扱

対
地

別
品

目
別

回
線

数
 

年
３

月
3
1
日

現
在

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
（

細
区

分
）

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

品
目

 

取
扱

対
地

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

  

様
式

第
2
7
の

４
（

第
７

条
の

６
関

係
）

 

事
業

用
電

気
通

信
設

備
の

設
備

容
量

の
報

告
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

事
業

用
電

気
通

信
設

備
の

種
類

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度

末
に

お
け

る
 

 
 

 
 

 

利
用

者
数
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電
気

通
信

設
備

の
設

備
容

量
の

確
保

の
状

況
 

（
 

年
 

月
 

日
時

点
）

 

注
１

 
法

第
4
4
条

第
１

項
又

は
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
届

け
出

た
管

理
規

程
に

記
載

さ
れ

 

た
、

電
気

通
信

事
業

法
施

行
規

則
第

2
9
条

第
３

号
ニ

に
掲

げ
る

事
項

を
添

付
す

る
こ

 

と
。

 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。

 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
○
○
年
○
月
○
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
七
条
の
六
の
規
定
は
、
報
告
期
限
が
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。 

 


